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参考資料４ 

 

○
環
境
省
告
示
第 

 
 

号 
資
源
循
環
の
促
進
の
た
め
の
再
資
源
化
事
業
等
の
高
度
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
令
和
七
年
環
境
省
令
第 

 

号
）
第
三
十
三
条
第
十
号
、
第
三
十
六
条
第
二
号
、
第
三
十
七
条
第
五
号
、
第
三
十
八
条
第
三
号
及
び
第
五
十
一
条
第

二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
廃
太
陽
電
池
に
係
る
処
分
の
基
準
等
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
令
和
七
年
十
一
月
二
十
一
日
か

ら
施
行
す
る
。 

 

令
和
七
年 

 

月 
 

 
日 

環
境
大
臣 

○
○ 

○
○ 

 
 

廃
太
陽
電
池
に
係
る
処
分
の
基
準
等 

 

（
廃
太
陽
電
池
の
処
分
を
行
う
高
度
分
離
・
回
収
事
業
計
画
に
添
付
す
べ
き
書
類
） 

第
一
条 

廃
太
陽
電
池
（
令
和
七
年 

 

月
環
境
省
告
示
第 

 
 

号
第
一
項
第
一
号
で
規
定
す
る
廃
太
陽
電
池
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
資
源
循
環
の
促
進
の
た
め
の
再
資
源
化
事
業
等
の
高
度
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
三
条
第
十
号
の
規
定
に
よ
り
環
境
大
臣
が
定
め
る
書
類
は
次
の
と
お
り
と
す

る
。 



（案） 

2 
 

一 

廃
太
陽
電
池
の
処
理
に
係
る
処
分
の
用
に
供
す
る
施
設
の
処
理
の
原
理
の
概
要
を
説
明
し
た
書
類 

二 
廃
太
陽
電
池
の
処
理
に
よ
り
得
ら
れ
る
ガ
ラ
ス
に
つ
い
て
、
板
ガ
ラ
ス
の
原
料
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
品
質
を
満
た
す
旨
の
評
価
を
受
け
た
こ
と
を
示
す
資
料 

三 

当
該
処
分
の
用
に
供
す
る
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査

の
結
果
を
記
載
し
た
書
類 

四 

熱
分
離
（
熱
分
解
に
よ
り
廃
太
陽
電
池
に
使
用
さ
れ
る
有
機
物
を
選
択
的
に
処
理
し
、
板
ガ
ラ
ス
の
原
料
と
し

て
使
用
可
能
な
品
質
や
性
状
を
有
す
る
状
態
で
ガ
ラ
ス
の
分
離
を
行
う
こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う

場
合
に
あ
っ
て
は
施
設
の
投
入
か
ら
処
理
が
完
了
す
る
間
の
炭
素
の
物
質
収
支
を
示
し
た
資
料 

五 

そ
の
他
必
要
な
書
類 

 

（
廃
太
陽
電
池
の
処
分
を
行
う
高
度
分
離
・
回
収
事
業
計
画
の
記
載
事
項
） 

第
二
条 

廃
太
陽
電
池
に
係
る
規
則
第
三
十
六
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
環
境
大
臣
が
定
め
る
事
項
は
次
の
と
お
り
と

す
る
。 

一 

処
理
す
る
廃
太
陽
電
池
の
種
類
及
び
性
状 



（案） 
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二 

処
理
す
る
廃
太
陽
電
池
の
付
属
品
の
種
類 

三 
廃
棄
物
の
処
分
の
用
に
供
す
る
施
設
の
維
持
管
理
に
関
す
る
計
画 

四 

申
請
者
が
第
四
条
第
一
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
説
明
す
る
書
類 

 

（
廃
太
陽
電
池
の
処
分
を
行
う
高
度
分
離
・
回
収
事
業
の
内
容
の
基
準
） 

第
三
条 

廃
太
陽
電
池
に
係
る
規
則
第
三
十
七
条
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
環
境
大
臣
が
定
め
る
基
準
は
、
再
資
源
化
に

よ
り
得
ら
れ
る
ガ
ラ
ス
の
大
部
分
が
、
板
ガ
ラ
ス
の
原
料
と
し
て
使
用
で
き
る
品
質
を
確
保
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

（
廃
太
陽
電
池
の
処
分
を
行
う
高
度
分
離
・
回
収
事
業
計
画
の
申
請
者
の
能
力
に
係
る
基
準
） 

第
四
条 

廃
太
陽
電
池
に
係
る
規
則
第
三
十
八
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
環
境
大
臣
が
定
め
る
申
請
者
の
能
力
の
基
準

は
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

廃
太
陽
電
池
の
受
光
面
に
使
用
さ
れ
る
ガ
ラ
ス
の
性
状
の
確
認
及
び
管
理
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
者
で

あ
る
こ
と
。 

二 

処
分
の
用
に
供
す
る
施
設
を
次
に
掲
げ
る
基
準
に
従
い
維
持
管
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
で
あ
る
こ
と
。 

イ 

排
ガ
ス
を
生
ず
る
場
合
に
は
排
ガ
ス
に
よ
る
生
活
環
境
保
全
上
の
支
障
が
生
じ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。 



（案） 
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ロ 

施
設
か
ら
排
水
を
放
流
す
る
場
合
は
、
そ
の
水
質
を
生
活
環
境
保
全
上
の
支
障
が
生
じ
な
い
も
の
と
す
る

と
と
も
に
、
定
期
的
に
放
流
水
の
水
質
検
査
を
行
う
こ
と
。 

ハ 
火
災
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
消
火
器
そ
の
他
の
消
火
設
備
を
備

え
る
こ
と
。 

三 

処
分
の
用
に
供
す
る
施
設
が
熱
分
離
施
設
（
熱
分
離
に
よ
り
廃
棄
物
を
処
理
す
る
設
備
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

）
で
あ
る
場
合
に
は
、
前
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
従
い
当
該
施
設
の
維
持
管
理
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
者
で
あ
る
こ
と
。 

イ 

煙
突
か
ら
排
出
さ
れ
る
排
ガ
ス
中
の
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
の
濃
度
を
毎
年
一
回
以
上
、
大
気
汚
染
防
止
法

（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
九
十
七
号
）
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
ば
い
煙
量
及
び
同
項
に
規
定
す
る
ば
い

煙
濃
度
（
硫
黄
酸
化
物
、
ば
い
じ
ん
、
塩
化
水
素
、
窒
素
酸
化
物
並
び
に
弗
素
、
弗
化
水
素
及
び
弗
化
珪
素

に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
六
月
に
一
回
以
上
測
定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
こ
と
。 

ロ 

排
ガ
ス
に
よ
る
生
活
環
境
保
全
上
の
支
障
が
生
じ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。 

ハ 

煙
突
か
ら
排
出
さ
れ
る
排
ガ
ス
を
水
に
よ
り
洗
浄
し
、
又
は
冷
却
す
る
場
合
は
、
当
該
水
の
飛
散
及
び
流



（案） 
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出
に
よ
る
生
活
環
境
保
全
上
の
支
障
が
生
じ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。 

（
廃
太
陽
電
池
の
処
分
を
行
う
高
度
分
離
・
回
収
事
業
計
画
の
処
分
の
用
に
供
す
る
施
設
に
係
る
基
準
） 

第
五
条 
廃
太
陽
電
池
に
係
る
規
則
第
三
十
八
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
環
境
大
臣
が
定
め
る
施
設
の
基
準
は
熱
分
離

に
よ
り
処
理
す
る
方
法
に
あ
っ
て
は
次
の
要
件
を
備
え
た
熱
分
離
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

一 

分
離
す
る
ガ
ラ
ス
に
付
着
し
て
い
る
有
機
物
の
大
部
分
を
除
去
し
、
か
つ
、
そ
の
他
有
用
な
も
の
の
分
離
を
行

う
構
造
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

二 

処
理
に
伴
っ
て
生
じ
た
ガ
ス
を
摂
氏
八
百
度
以
上
の
温
度
を
保
ち
つ
つ
、
二
秒
以
上
滞
留
で
き
る
も
の
で
あ
る

こ
と
。 

三 

煙
突
か
ら
排
出
さ
れ
る
排
ガ
ス
に
よ
る
生
活
環
境
保
全
上
の
支
障
が
生
じ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
排

ガ
ス
処
理
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

（
廃
太
陽
電
池
に
係
る
処
分
の
基
準
に
係
る
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
） 

第
六
条 

規
則
第
五
十
一
条
第
二
号
の
先
進
的
な
産
業
廃
棄
物
の
処
理
に
関
す
る
技
術
を
勘
案
し
て
、
生
活
環
境
の
保

全
の
た
め
に
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 



（案） 
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一 

廃
太
陽
電
池
の
熱
分
解
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
次
に
よ
る
こ
と
。 

イ 

熱
分
離
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
構
造
を
有
す
る
熱
分
離
設
備
を
用
い
る
こ
と
。 

⑴ 
熱
分
離
を
行
う
の
に
必
要
な
温
度
及
び
圧
力
を
適
正
に
保
つ
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
（
圧
力
に

つ
い
て
は
、
加
圧
を
行
う
場
合
に
限
る
。
⑵
に
つ
い
て
同
じ
。
）
。 

⑵ 

熱
分
離
室
内
の
温
度
及
び
圧
力
を
定
期
的
に
測
定
で
き
る
構
造
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

⑶ 

処
理
に
伴
っ
て
生
じ
た
ガ
ス
を
適
正
に
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

ロ 

熱
分
離
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
イ
に
定
め
る
熱
分
離
設
備
を
用
い
て
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
行
う

こ
と
。 

⑴ 

排
出
口
以
外
か
ら
処
理
に
伴
っ
て
生
じ
た
ガ
ス
が
排
出
さ
れ
な
い
よ
う
に
熱
分
離
を
行
う
こ
と
。 

⑵ 

排
出
口
か
ら
処
理
に
伴
っ
て
生
じ
た
残
さ
が
飛
散
し
な
い
よ
う
に
熱
分
離
を
行
う
こ
と
。 

⑶ 

処
理
に
伴
っ
て
ガ
ス
を
燃
焼
さ
せ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
排
出
口
か
ら
火
炎
又
は
日
本
産
業
規
格
Ｄ
八
〇

〇
四
に
定
め
る
汚
染
度
が
二
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
黒
煙
が
排
出
さ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。 

⑷ 

処
理
に
伴
っ
て
生
じ
た
ガ
ス
を
生
活
環
境
の
保
全
上
支
障
が
生
じ
な
い
よ
う
に
処
理
し
た
後
、
排
出
す
る
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こ
と
。 


